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我が国における薬物事犯の検挙人員は、平成 10 年１万 8,811 人から 20 年１万 4,720 人へと２

割程度減少しているものの依然として高水準で推移している。特に、大麻事犯の検挙人員は、10

年 1,316 人から 20年 2,867人に倍増しており、検挙者は、大学生、高校生、医師、自衛官、小学

校教諭、スポーツ選手、主婦等広範囲に及んでいるなど乱用のすそ野が広がっている状況がうか

がわれる。 

 政府は、従来から薬物乱用防止対策に取り組んでおり、平成９年１月には、内閣総理大臣を本

部長とする「薬物乱用対策推進本部」を内閣に設置し、同本部において、10年５月に「薬物乱用

防止五か年戦略」、15 年７月に「薬物乱用防止新五か年戦略」をそれぞれ策定するなど、薬物の

乱用防止に計画的に取り組んできた。これらの取組により一定の効果が出ているものの、依然と

して厳しい状況にあるとの認識の下、平成 20 年８月には、「第三次薬物乱用防止五か年戦略」を

策定して、政府を挙げた総合的な対策を講ずることにより、薬物乱用の根絶を図ることとしてい

る。（薬物乱用対策推進本部は、平成 20年 12月に「犯罪対策閣僚会議」の下に統合され、薬物乱

用対策推進会議となった。） 

 しかしながら、薬物乱用防止対策の一環として薬物乱用防止五か年戦略等に基づき、再乱用防

止対策が講じられているが、薬物事犯の検挙人員の７割以上(平成 20年 1万 1,231人)を占め、我

が国の薬物問題の中心的課題とされている覚せい剤事犯の再犯率は、平成 13年以降、毎年５割を

超える高水準で推移していることから、再犯に結びつかないよう再乱用防止対策を一層推進する

ことが重要な課題となっている。 

再乱用防止対策を推進するに当たっては、薬物事犯の検挙者の多くが本人の意志により薬物を

断つことができない薬物依存症であるとみられているため、行政機関を始め、医療機関、自助グ

ループ等民間団体が連携して、薬物依存症の治療、薬物依存症者やその家族に対する支援を含め

た総合的な対策が必要となっている。 

一方、平成 20年度以降、大学生を中心とした若年層による大麻事件が相次いで発生し、大きな

社会問題となっていることから、これらの者に対して薬物乱用を拒絶する規範意識を持たせるた

めの事前防止対策も重要な課題となっている。薬物乱用防止五か年戦略においては、事前防止対

策の一つとして、学校における指導・教育を重要な施策として位置付けているが、すべての中学

校及び高等学校において少なくとも年１回開催するとされている薬物乱用防止教室の実施状況を

みると、20年度の実施率は、中学校 58.4％（12年 53.5％）、高等学校 64.1％（12年 62.5％）に

とどまっており、学校における指導・教育の徹底が求められている。また、大学生による大麻事

件が続発し、第三次薬物乱用防止五か年戦略に大学等における事前防止対策が新たに盛り込まれ

たことから、大学等における取組の充実も今後期待されているところである。 

 この行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、薬物乱用防止対策について、特に、再乱用

防止対策や事前防止対策など薬物の需要根絶に向けた対策の実施状況を調査し、関係行政の改善

に資するために実施したものである。 

 政府においては、平成 22 年３月に、薬物乱用対策推進会議が、内閣府副大臣を座長とするワー

キングチームを設置し、第三次薬物乱用防止五か年戦略の加速化を図ることとしている。この行

政評価・監視結果が、加速化を進める関係機関においても活用され、薬物乱用防止対策の一層の

充実が図られることを期待する。 
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